
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い ほう  い  い い い    い い い い うい  

社会福祉法人 
恩賜

財団 済生会支部 大 県済生会日田病院 

大分県 

地域生活定着 

支援センター 
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■ 業 概要 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                 

                 

             

 

 

 

 

    

 

 

 

大 県地域生活定着支援 ンタ  

高齢 あ 障 い 刑 手 又 保護処

身体 拘束 解 あ 自立 生活 営 困難 認 対象

者 対 保護観察所 司法関 者等 協働 福祉 ビ 等 利用

う 支援 行い 能力等 応 地域 中 自立 日常生活又 社会生活

営 福祉 増進 図 目的  

高齢 あ

障 い 抱え 自立

生活 困難 方々

い 矯 施設等 出所

福祉的支援 組

い 地域 生活

罪 犯 再度 入

所 いう状況 余儀

い  

出所 孤立 再犯 至 悪

環 断 地域

排除 孤立

住民 皆

理解 協力 得 関

機関 関 施設等 密

接 連携 必要 支

援 途 総

的 行い  

地域 中 普通 暮 う 支援 全力 尽  

大 県済生会日田病院 

希望 住地 

地域生活定着支援 ンタ  

大 県 村 

更生保護施設 福祉施設 NPO 

地域包括支援 ンタ  福祉 務所 

障害相談支援 業所 
社会福祉協議会 

児童相談所 
保

護

観

察

所 

矯

施

設 

弁護士会 

療機関 検察庁 
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※主な福祉サ ビス

障害者手帳の申請 判定への同席

障害基礎年金の申請

障害福祉サ ビスの申請

要介護認定の申請 認定調査への同席

生活保護の申請 等

※ 支援会議 

司法 福祉 行 等 関 者 堂 会 利用

者 支援 い 検討 行う 矯

施設 入 施設等へ 移行 ム

行わ  

 

検討 項 

利用者 い 情報 共 化 

ビ 利用 あ 諸手 調整 

 

 

 

運営 基本方針 

1.支援対象者 意思及 主体性 最大限 尊重

常 誠意あ 態度 接  
 

2.活用 社会資源 状況等 十 踏 え

的 計 的 福祉 ビ 等 利用 行わ

う配慮  
 

3.業務遂行 当 支援対象者及 関 者

ラ 保持 留意 個人情報 管

理 適 対策 講 万全 体制 整

え  
 

4.業務 遂行 当 常 公 中立的

姿勢 保持 う心  

 

5.本 業 効率的 重点的 実施 観点

地域 総 力 生 業 実施 当

う  

業務 容 

矯 施設等 入所者 出所者 高齢又 障

い 福祉的支援 必要 方 対 次 業務

行 い 被疑者又 被告人 う

高齢又 障 い あ 方 対 必要 応

様 支援 行 い  

1.コ ネ 業務 

 保護観察所等 依頼 基 福祉 ビ

ニ 容 確認等及 入 施設等

あ 又 福祉 ビ 申請支援等 

2. ォ ッ 業務 

 コ ネ 業務 経 矯 施設 所

社会福祉施設等 利用 い 人 関

本人 入 施設等 対 必要 言等 

3.相談支援業務 

 懲役若 禁錮 刑 執行 又 保護

処 矯 施設 所 人 福祉

ビ 利用 関 本人又 関 者

相談 対 言 必要 支援 

4.関 機関等 連携及 支援ネッ ワ 構

築等 業務 

 

対象者 入 流  

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  利用者 対 支援 滑 効果的 行う  

   特別調整等 手 行 い 段階  

必要 応 矯 施設長等 対 福祉的  

視点 調査 調整 い 言 

   関 連絡協議会へ 参加 必要 研修 協議会 

開催 通 必要 福祉的支援  

環境 及 支援 ネッ ワ 構築 

(検察庁 司法関 者等) 

矯 施設 

調整依頼 依 頼

◆利用者 面談 

◆利用者 ニ 把握 

◆福祉 ビ 等 検討 

◆福祉 ビ 等 実施 村

連絡 調整 

 

※ 支援会議 開催  

 

情報 共 化 

役割 担 

福祉 ビ 等 確認 

ビ 利用開始(出所時) 

 

出所時 迎 調整 入

施設等 困 生活

う引 行う  

ォ ッ  

 

入 施設等 対 本人 対

処遇等 利用 関 言等

行う  

必要時 支援会議 開催  

 

利用開始 入 施設等へ 言 相

談及 処遇評価 行う

出所  

保護観察所 

地
域
生
活
定
着 

支
援

ン
タ
ー 
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■ 参考資料 

 

 
 

 
■  定着支援 ンタ 活動  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日中活動 環 支援対象者 花見会 大学学園祭 開催  
 

 

第 3 条  再犯 防 等 関 施策 犯罪 者等 多 安定 職業 就

及 住居 確保 い 等 滑 社会

困難 状況 あ 踏 え 犯罪 者等 社会 い 孤立

国民 理解 協力 得 再 社会 構成 員 支援

犯罪 者等 滑 社会 う

講  

2 再犯防 等 関 施策 犯罪 者等 特性 応 矯 施設 (刑務所

少 刑務所 拘置所 少 院 少 鑑別所及 婦人補 院 いう 以 )

容 い 間 社会 途 必要 指 及

支援 う 矯 施設 適 容及 処遇 施策 職業及

住居 確保 支援 滑 社会 施策 機的

連携 図 関 行 機関 相互 密接 連携 総 的 講

 

3 再犯 防 等 関 施策 犯罪 者等 犯罪 責任等 自覚 及

被害者等 心情 理解 並 自 社会 力 再犯

防 等 重要 あ 認識 講  

4 再犯 防 等 関 施策 犯罪及 非行 実態 再犯 防 等 関 各般 施

策 効性等 関 調査研究 成果等 踏 え 効果的 講  

再犯 防 等 推進 関 法 (抜粋) 

基本理念

成 28 12 14日公  

法   務   省 

 

基本理念  
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例 1 高齢者  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

刑務所                    
                           
                        
 
 
 
 
 
 
  
大 県地域生活定着支援 ンタ   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ氏 70代 男性 

 

ＩＱ相当値：82 

罪 ：窃盗 

療面：高血 症 型糖尿病 脳幹出血 胃 術  

生活  

50 代 半 脳幹出血

生活保護 給  

独居生活 孤立感 わ 窃盗

行  

 

 

 

特別調整候補者 

特別調整対象者選定 

特別調整

協力等依頼 面談 

Ａ氏 福祉  

件当時 60 頃 頼 家族 人暮 寂 孤独

感 酒 飲 う 糖尿病 病気 患い 相談

自暴自棄 物 盗  

 困 時 相談 環境 整い 生活保護 給

生活 安定 図 心機 転 う 度 犯罪 い  

自 福祉 生活意欲 高 普通 生活

う手伝 人 思う  

出所 調整  
 更生保護施設 入所  
 生活保護申請  
 療機関へ 診  
 護保険 申請  
地域包括支援 ンタ へ日中活動 相談  

 確保  
独居生活へ 移行  

住予定地  

調整依頼 
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例 2 障 い者  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特別調整協力等依頼書 基 支援       ★仮釈 手 流 ★  
 
                       特別調整協力結果通知書  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                               
 
 
仮釈 決定  
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
保護観察期間終了  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ氏 40代 男性 

 

ＩＱ：64 ＷＡＩＳ-Ⅲ  

罪 ：強盗未遂 

   銃砲刀剣類所持等 締法違  

障 い：器質性精 障害 コ 性健忘 

療面：糖尿病 僧帽弁閉鎖不全 

生活  

高校卒業 職 転々 生活 ャン

込 借金 重 自己破産 職 失い

実父 途絶え自殺 図 生活

保護申請 試 え 羽詰

状態 自宅 包 持 出 強盗

怖 逃  

刑務所入所中 支援 

 精 障害者保健福祉手帳 申請→2  

 障 い程度 認定 申請→ 3 

 金 免除申請 

 入 調整→ ホ ムへ 期 決定 

仮釈 手 実施 

 保護 実施主体 調整 

 家族 関 修 図 連絡 面談 実施 

出所 支援 

 生活保護申請 

 転入手 実施 

 国民健康保険 免除申請 

 本人 定期的面談 

保護観察所 連携 課題点 改善 検討 

仮釈 期間中 保護観察 付  

保護司 保護観察官 面談 実施  

 福祉 ビ 調整 

 カン ン 参加 

支援経過 

 本人 定期的 面談 ォ ッ  

 家族 面談 行 家族関 修  

生活環境調整 

委員会面接 

本人 面接  

仮釈 決定 
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地域生活移行個別支援特別加算 社会生活支援特別加算 い  

○地域生活移行個別支援特別加算 

 療観察法対象者 矯 施設出所者等 地域生活へ 移行 支援 共 生活 護 業所( ホ

ム) 自立訓練 業所及 障害者支援施設 い 該当 障 い者 入 支援 行 場 報酬

加算 算定 認 い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜対象者 要件：共通＞ 

1 療観察法 基 通院決定 3 経過 い い者又 矯 施設 更生保護施設 出 3 経過

い い者 あ 保護観察所又 地域生活定着支援 ンタ 調整 該当 業所 利用

者 あ  

2 矯 施設 所等 定期間居宅 生活 3 以 保護観察所又 地域生活定着支援 ンタ  

   調整 該当 業所 利用 開始 3 経過 い い者 あ  

 

＜施設要件＞ 

1 常 新 対象者 入 可能性 あ 踏 え 関 機関 連携等 体制 あ (○障 ) 

2 対象者 入時 適 支援 行う 必要 人員 確保 可能 あ (○共○自○障 ) 

3 資格者 指 体制 整え 資格者 中心 連携体制 対象者 対 適 支援 可能

あ (○共○自 ) 

4 資格者 指 体制及 精 科 師 2 回以 定期的 指 体制 あ (○障 ) 

5 業者 対 適 研修会 行わ い (○共○自○障 ) 

※  ○共 ：共 生活 護 業所 ○自 ：自立訓練 業所 ○障 ：障害者支援施設 

 

＜支援 容＞ 

1 共 生活援 計 自立訓練 生活訓練 計 又 施設障害福祉 ビ 計 作成(○共○自○障 ) 

2 指定 療機関 保護観察所等 関 者 調整会議 開催(○共○自○障 ) 

3 日常生活 人間関 関 言(○共○自○障 ) 

4 療観察法 基 通院決定 者 対 通院 支援(○共○自○障 ) 

5 日中活動 場 緊急時 対応(○共○自 ) 

6 ビ 等 利用 時間 含 緊急時 支援(○障 ) 

7 必要 支援(○共○自○障 ) 

 

※. 療観察法 基 通院決定 

所 

矯 施設 
居宅 生活 

共 生活援 業所
ホ ム  

出
所
者
等 
 

通
院
決
定
者 

更生保護施設 

宿泊型自立訓練 

        670 単位/日(個人加算) 

障害者支援施設 

   12単位/日(体制加算) 

   306 単位/日(個人加算) 

自立訓練 業所 

障害者支援施設 

指定入院 療機関 

保護観察所 地域生活定着支援 ンタ  相談支援 業所等 

連携 調整 

(報酬 加算) 

共 生活援  

       670単位/日(個人加算) 
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※ 加算 算定 当 前 地域生活移行個別支援特別加算 関 届出書 提出 必要  

 

○社会生活支援特別加算 

 療観察法対象者 矯 施設出所者等 社会 訓練系 就労系 ビ 業所 い 該当

障 い者 対 支援 行 場 報酬 加算 算定 認 い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜対象者 要件＞ 

1 療観察法 基 通院決定又 院許可決定 3 経過 い い者又 矯 施設 更

生保護施設 出 3 経過 い い者 あ 保護観察所又 地域生活定着支援 ンタ 調整 該当

業所 利用 者 あ  

2  矯 施設 所等 定期間居宅 生活 3 以 保護観察所又 地域生活定着支援 ンタ  

   調整 該当 業所 利用 開始 3 経過 い い者 あ  

 

＜施設要件＞ 

1 対象者 入時 適 支援 行う 必要 人員 確保 可能 あ  

2 資格者 指 体制 整え 資格者 中心 連携体制 対象者 対 適 支援 可能

あ  

3 業者 対 適 研修会 行わ い  

 

＜支援 容＞ 

1  自立訓練(機能 生活訓練)計 就労移行支援計 又 就労 支援 A型 B型 計 作成 

2 指定 療機関 保護観察所等 関 者 調整会議 開催等 

3 日常生活 人間関 関 言 

4 療観察法 基 通院決定 者 対 通院 支援 

5 日中活動 場 緊急時 対応 

6 必要 支援 

 

※ 加算 算定 当 前 社会生活支援特別加算 届出書 提出 必要  

 

 

※. 療観察法 基 通院 院決定 

矯 施設 

 
 

出
所
者
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

更生保護施設 
自立訓練 業所(機能 生活訓練) 

就労移行支援 業所 

就労 支援 A 型 業所 

就労 支援 B 型 業所 
指定入院 療機関 

480 単位/日 

連携 調整 

保護観察所 地域生活定着支援 ンタ  相談支援 業所等 

居宅 生活 

通
院
決
定
者 

院
決
定
者 

(報酬 加算) 
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■  案 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 大 自動車道 大 ＩＣ 自動車 約  

 

 

 

 

社会福祉法人 
恩賜
財団 済生会支部大 県済生会日田病院 

大 県地域生活定着支援 ンタ  
 

開  設  成 22 6 1 日 

所  地  〒870-0021 大 県大 府 1-6-11  財ビ 階 

            TEL：097-536-5105 FAX：097-536-5106 

開所時間  1 8：30～17：30 曜～金曜 日除  

 

 

 

 

大 IC 

大 IC 

大 米良 IC 

大 県地域生活定着支援 ンタ  

トキハ 

ｺﾝﾊ ﾟ ﾙﾎ ﾙ 

大分駅 

遊歩公園通り 

サ 
ン 
サ 
ン 
通 
り 

中央大通り 

県庁 

ふない ｸ パーク 

ﾟ 大 県地域生活定着支援 ンタ  

財ビ 2F(大 駅 歩 8 ) コンパルホ ル 
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業所 報酬告示  留意 項通知 

施設入所 
支援 
 

. 地域生活移行個別支援特別加算。 ) 
 

い 別 厚生労働大臣 定
施設基準 適合 い 都道府
県知 届け出た指定施設入所支援等 単
位 い 1日 所定単位数を加算

 
 

1「 
単位 

●地域生活移行個別支援特別加算 扱い い 第 「。9)⑬  
報酬告示第9 9 地域生活移行個別支援特別加算 い 次

扱う  
 
 。一) 地域生活移行個別支援特別加算。 ) 
 加算 要件 人員配置 い あ 指定基準 配置

従業者 加え 一定数 配置を求 い 常 新
た 利用者を け入 可能性 あ こ を踏 えた関 機関
連携等 た 体制 加算対象者 入時 必要 数 人員を確保

こ 可能 体制又 資格者 指導体制及び精神科を担
当 医師 「回以 定期的 指導体制 当該施設 運営規
程 け 主た 対象 害 種類 精神 害 あ 場合 限

整え い こ  
 た 従業者 対 研修会 い 原則 業所 従業
者全員を対象 加算対象者 特性 理解 加算対象者 通常
課題 そ 課題を踏 えた支援内容 関 機関 連携等 い 矯
正施設 刑務所 拘置所 少 刑務所 少 院 少 鑑別所及び婦人
補導院をいう 以 同 等を退所 た 害者 支援 実 携わ

い 者を講師 業所内研修 既 支援 実績 あ 業所
視察 関 団体 行う研修会 講等 方法 行う
 

 ロ. 地域生活移行個別支援特別加算。 ) 
 
ロ い 算定さ い 指定
害者支援施設等 あ 別 厚生労働大
臣 定 者 対 指定施設入所支援
等 提供を行 た場合 」 以内。医療観
察法 基 く通院期間 延長 行わ た場
合 あ 当該延長期間 終了
) 期間。他 指定 害福祉サ ビスを行

う 業所及び指定 害者支援施設等 い
地域生活移行個別支援特別加算を算定

た機関を含 ) い 1日 所
定単位数を加算  

」06 
単位 

●地域生活移行個別支援特別加算 扱い い 第 「。9)⑬  
報酬告示第9 9 地域生活移行個別支援特別加算 い 次

扱う  
 
。 ) 地域生活移行個別支援特別加算。 ) 
 地域生活移行個別支援特別加算 対象者 い 心神喪失等
状態 重大 他害行為を行 た者 医療及び観察等 関 法
成15 法 第110号 以 医療観察法 いう 基 く

通院決定を け 」 を経過 い い者。通院期間 延長さ
た場合 そ 延長期間を限度 )又 矯正施設若 く 更生

保護施設を退院 退所 釈放又 仮釈放 以 こ 9 い 退
所等 いう 」 を経過 い い者 あ 保護観察
所又 セ テ ネッ 支援対策等 業 実施 い 成
17 」 」1日付け社援発第0」」10「1号厚生労働省社会 援護局長
通知 別添16 地域生活定着 進 業実施要領 基 く地域生
活定着支援センタ 以 地域生活定着支援センタ いう

調整 指定 害者支援施設を利用 こ た者を
いう あ  

矯正施設 退所等 一定期間居宅 生活 た 」 
以内 保護観察所又 地域生活定着支援センタ 調整

指定宿泊型自立訓練を利用 こ た場合 指定宿泊型自立
訓練 利用を開始 」 以内 必要 認 期間 い
加算 算定対象  

 
 加算 対象 施設 い 以 支援を行う

 
 。 ) 本人や関 者 聞 や経過記録 行動観察等

セス ン 基 犯罪行為等 至 た要因を理解 こ
を誘発 い う 環境調整 地域生活 移行 向けた必

要 専門的支援。教育又 訓練) 組 込 た施設 害福祉サ
ビス計 作成 

 。 ) 指定医療機関や保護観察所等 関 者 調整会議 開催 
 。ウ) 日常生活や人間関 関 助言 
 。エ) 医療観察法 基 く通院決定を けた者 対 通院 支援 
 。 ) 他 サ ビス等を利用 時間帯 含 た緊急時 対応 
 。 ) そ 他必要 支援 
 

自立訓練 
生活訓練  

 

別 厚生労働大臣 定 施設基準 適合
い 都道府県知 届け出

た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練
。生活訓練) 業所 厚生労働大臣 定
者 対 特別 支援 対応 た自立

訓練。生活訓練)計 基 地域生活
た 相談援助や個別 支援を行 た場合

当該利用者 対 」 以内。医療観察
法 基 く通院期間 延長 行わ た場合
あ 当該延長期間 終了 )
期間。他 指定 害福祉サ ビスを行う
業所及び指定 害者支援施設等 い

地域生活移行個別支援特別加算を算定 た
機関を含 ) い 1日 所定単
位数を加算  

670 
単位 

●地域生活移行個別支援特別加算 扱い い 第 」。「)  
報酬告示第 11 5 9 地域生活移行個別支援特別加算 い

次 扱う  
 
。一) 対象者 要件 

医療観察法 基 く通院決定を け 」 を経過 い い者
通院期間 延長さ た場合 そ 延長期間を限度 又 矯

正施設若 く 更生保護施設を退所等 」 を経過 い い者
あ 保護観察所又 地域生活定着支援センタ 調整
指定宿泊型自立訓練 生活訓練 業所を利用 こ た

者をいう あ  
矯正施設 退所等 一定期間居宅 生活 た 」

以内 保護観察所又 地域生活定着支援センタ 調整 指定
害者支援施設を利用 こ た場合 指定 害者支援施設

利用を開始 」 以内 必要 認 期間 い 加算
算定対象  
 
。 ) 施設要件  

加算 要件 人員配置 い あ 指定基準 配置
従業者 加え 一定数 配置を求 く 加算対象

者 入時 い 適切 支援を行うた 必要 数 人員を確保
こ 可能 あ 資格者 指導体制 整え

● 地域生活移行個別支援特別加算 ※ い者総合支援法 業者ハン ッ 「0「1 版 抜粋 
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資格者を中心 た連携体制 対象者 対 適切 支援を
行うこ 可能 あ こ   

こう た支援体制 い 協議会 場等 関 機関 協
力体制 含 協議 くこ 望 い   

た 従業者 対 研修会 い 原則 業所  従
業者全員を対象 加算対象者 特性 理解 加算対象者 通常
課題 そ 課題を踏 えた支援内容 関 機関 連携等 い

矯正施設等を退所 た 害者 支援 実 携わ い 者を講師
業所内研修 既 支援 実績 あ 業所 視察 関 団体

行う研修会 講等 方法 行う  
  

。 ) 支援内容  
加算 対象 業所 い 以 支援を行う
  

 本人や関 者 聞 や経過記録 行動観察等 セ
ス ン 基 犯罪行為等 至 た要因を理解 こ を誘
発 い う 環境調整 必要 専門的支援 教育又 訓練
組 込 た 自立訓練 生活訓練 計 作成  

 指定医療機関や保護観察所等 関 者 調整会議 開催  
ウ 日常生活や人間関 関 助言 
エ 医療観察法 基 く通院決定を けた者 対 通院 支援  
 日中活動 場 け 緊急時 対応  
 そ 他必要 支援 

 
ル ホ
 

。共同生活
援助) 

別 厚生労働大臣 定 施設基準 適合
い 都道府県知 届け出

た指定共同生活援助 業者 日中サ ビス
支援型指定共同生活援助 業者又 外部サ
ビス利用型指定共同生活援助 業者 以
指定共同生活援助 業者等 いう
厚生労働大臣 定 者 対 特

別 支援 対応 た共同生活援助計 等
基 地域 生活 た 必要 相談
援助や個別 支援を行 た場合 当該者
対 」 以内。医療観察法 基 く通院

機関 延長を行 た場合 あ 当該
延長期間 終了 ) 期間。他 指定
害福祉サ ビスを行う 業所及び指定

害者支援施設等 い 地域生活移行個別
支援特別加算を算定 た期間を含 ) 
い ,1日 所定単位数を加算  

670 
単位 

●地域生活移行個別支援特別加算 扱い い 第 」。8)  
報酬告示第15 6 地域生活移行個別支援特別加算 い 」
「 生活訓練サ ビス費 規定を準用  

 
 
 
 
 

業所 報酬告示  留意 項通知 

自立訓練 
。機能訓練) 

別 厚生労働大臣 定 施設基準 適合
い 都道府県知 又 市

村長 届け出た指定自立訓練。機能訓練)
業所等 い 厚生労働大臣 定 者
対 特別 支援 対応 た自立訓練

。機能訓練)計 等 基 地域 生活
た 必要 相談支援や個別 支援等を

行 た場合 当該者 対 当該支援等を
開始 た日 起算 」 以内。医療観察
法 基 く通院期間 延長 行わ た場合

当該延長期間 終了 ) 期間
。他 指定 害福祉サ ビスを行う 業所

い 社会生活支援特別加算を算定 た
期間を含 ) い 1日 所定単
位数を加算  

480 
単位 

●社会生活支援特別加算 扱 い 。第 」。1)⑪) 
報酬告示第10 8 「 社会生活支援特別加算 い 次

扱う  
。一)対象者 要件 
医療観察法 基 く通院決定又 退院許可決定を け 」 を

経過 い い者。通院期間 延長さ た場合 そ 延長期間を限度
)又 矯正施設若 く 更生保護施設を退所等 」 を経

過 い い者 あ 保護観察所又 地域生活定着支援センタ
調整 指定自立訓練。機能訓練) 業所等を利用 こ
た者をいう あ  

 矯正施設 退所等 一定期間居宅 生活 た 」
以内 保護観察所又 地域生活定着支援センタ 調整 指
定自立訓練。機能訓練)等を利用 こ た場合 指定自立訓練
。機能訓練)等 利用を開始 」 以内 必要 認 期間

い 加算 算定対象  
 
。 )施設要件 
加算 要件 人員配置 い あ 指定基準 配置

従業者 加え 一定数 配置を求 く 加算対象
者 け入 時 い 適切 支援を行うた 必要 数 人員を確
保 こ 可能 あ 資格者 指導体制 整え

資格者を中心 た連携体制 対象者 対 適切 支援
を行うこ 可能 あ こ  
 こう た支援体制 い 協議会 場等 関 機関 協
力体制 含 協議 くこ 望 い  
 た 従業者 対 研修会 い 原則 業所 従業
者全員を対象 加算対象者 特性 理解 加算対象者 通常
課題 そ 課題を踏 えた支援内容 関 機関 連携等 い 医
療観察法 基 く通院決定又 退院許可決定を けた対象者及び矯
正施設等を出所等 た 害者 支援 携わ い 者を講師
業所内研修 既 支援実績 あ 業所 視察 関 団体 行う研

● 社会生活支援特別加算 ※ い者総合支援法 業者ハン ッ 「0「1 版 抜粋 
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修会 講等 方法 行う  
 
。 )支援内容 
加算 対象 業所 い 以 支援を行う
 

 本人や関 者 聞 や経過記録 行動観察等 セ
ス ン 基 犯罪行為等 至 た要因を理解 再び犯罪行
為 及 いた 生活環境 調整 必要 専門的支援。教育又
訓練) 組 込 た 自立訓練。機能訓練)計 等 作成 
 指定医療機関や保護観察所等 関 者 調整会議 開催等 

ウ 日常生活や人間関 関 助言 
エ 医療観察法 基 く通院決定を けた者 対 通院 支援 
 日中活動 場 け 緊急時 対応 
 そ 他必要 支援 

 
自立訓練 
。生活訓練) 

別 厚生労働大臣 定 施設基準 適合
い 都道府県知 又 市

村長 届け出た指定自立訓練。生活訓練)
業所等 い 厚生労働大臣 定 者
対 特別 支援 対応 た自立訓練

。生活訓練)計 等 基 地域 生活
た 必要 相談支援や個別 支援等を

行 た場合 当該者 対 当該支援等を
開始 た日 起算 」 以内。医療観察
法 基 く通院期間 延長 行わ た場合

当該延長期間 終了 ) 期間
。他 指定 害福祉サ ビスを行う 業所

い 社会生活支援特別加算を算定 た
期間を含 ) い 1日 所定単
位数を加算  

480 
単位 

●社会生活支援特別加算 扱 い 。第 」。「)㉗) 
報酬告示第11 1「 「 社会生活支援特別加算 い 」 1
機能訓練サ ビス費 ⑪ 規定を準用  

 

就労移行支
援 業所 

別 厚生労働大臣 定 施設基準 適合
い 都道府県知 届け出

た指定就労移行支援 業所等 厚生労働
大臣 定 者 対 特別 支援 対
応 た就労移行支援計 基 地域生
活 た 相談支援や個別 支援を行 た
場合 当該者 対 当該支援等を開始
た日 起算 」 以内。医療観察法 基
く通院期間 延長 行わ た場合

当該延長期間 終了 ) 期間。他
指定 害福祉サ ビスを行う 業所 い
社会生活支援特別加算を算定 た期間を

含 ) い 1 日 所定単位数を
加算  

480 
単位 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●社会生活支援特別加算 扱 い 。第 」。」) ) 
報酬告示第1「 15 4 社会生活支援特別加算 い 」 1
機能訓練サ ビス費 ⑪ 規定を準用  

 

就労 支
援A型 業
所 

別 厚生労働大臣 定 施設基準 適合
い 都道府県知 届け出

た指定就労 支援A型 業所等 厚生
労働大臣 定 者 対 特別 支援
対応 た就労 支援A型計 基

地域生活 た 相談支援や個別 支援を
行 た場合 当該者 対 当該支援等を
開始 た日 起算 」 以内。医療観察
法 基 く通院期間 延長 行わ た場合

当該延長期間 終了 ) 期間
。他 指定 害福祉サ ビスを行う 業所
及び指定 害者支援施設等 い 社会生
活支援特別加算を算定 た期間を含 )
い 1日 所定単位数を加算  

480 
単位 

●社会生活支援特別加算 扱 い 。第 」。4) ) 
報酬告示第1」 14 」 社会生活支援特別加算 い 」 1
機能訓練サ ビス費 ⑪ 規定を準用  

 

就労 支
援B型 業
所 

別 厚生労働大臣 定 施設基準 適合
い 都道府県知 届け出

た指定就労 支援B型 業所等 厚生
労働大臣 定 者 対 特別 支援
対応 た就労 支援B型計 基

地域生活 た 相談支援や個別 支援を
行 た場合 当該者 対 当該支援等を
開始 た日 起算 」 以内。医療観察
法 基 く通院期間 延長 行わ た場合

当該延長期間 終了 ) 期間
。他 指定 害福祉サ ビスを行う 業所
及び指定 害者支援施設等 い 社会生
活支援特別加算を算定 た期間を含 )
い 1日 所定単位数を加算  

480 
単位 

●社会生活支援特別加算 扱 い 。第 」。5)⑳) 
報酬告示第14 16 「 社会生活支援特別加算 い 」 1
機能訓練サ ビス費 ⑪ 規定を準用  

 

 


